
地域経済循環創造事業交付金交付要綱 

（分散型エネルギーインフラプロジェクトに関する事業） 

 

第１条 通則 

地域経済循環創造事業交付金（（以下「交付金」という。）の交付に関しては、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「適正化法」とい

う。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。以

下「適正化法施行令」という。）、総務省所管補助金等交付規則（平成12年総理府・郵政省・

自治省令第６号。以下「交付規則」という。）その他の法令及び関連通知のほか、この要綱

に定めるところにより行うものとする。 

 

第２条 目的 

この交付金は、都道府県又は市区町村（他の地方公共団体との共同実施を含む。以下「地

方公共団体」という。）が、各地域において、バイオマス、風力、中小水力等の地域資源を

活用した地域エネルギー事業の事業化に向けたプロジェクト推進計画（以下「マスタープラ

ン」という）の策定に要する経費を交付することにより、地域経済循環を創造することを目

的とする。 

 

第３条 交付対象 

  交付対象は、地方公共団体とする。ただし、他の地方公共団体との共同実施をする場合

は、代表となる地方公共団体とする。 

 

第４条 事業内容 

地理的特性、人口動態等地域の構造やエネルギー源の特色等の地域特性に応じて、多様な

ビジネスモデルに対応する観点から、次の各号の諸要素を様々組み合わせて、第２条の目的

を踏まえ、各地方公共団体において取り組みたい内容を提案し、マスタープランの策定に要

する経費についての助成を行う。 

 （1）需要側の工夫 

 （2）供給側の工夫 

 （3）プロジェクト構成の工夫 

  



第５条 交付対象経費 

  交付対象経費は、以下の表に掲げる経費とする。 

大分類 中分類 説明 

物品費 消耗品費 マスタープラン策定に直接必要な消耗品の購入費 

人件費・

謝金 

事務補助者費 マスタープラン策定に直接従事するアルバイト、パート、派遣

社員等の人件費 

謝金 マスタープラン策定の実施に必要な知識、情報、意見等の交

換、検討のために開催する委員会の委員等への謝金 

旅費 旅費 マスタープラン策定に直接必要となる出張等の旅費 

委員等旅費 マスタープラン策定の実施に必要な知識、情報、意見等の交

換、検討のために開催する委員会の委員等への旅費 

外注費 外注費 マスタープラン策定に直接必要な業務の外注に係る経費 

その他 

印刷製本費 マスタープラン策定に直接必要な資料等の印刷、製本に要する

経費 

会議費 マスタープラン策定の実施に必要な知識、情報、意見等の交

換、検討のために開催する委員会の会場の借上料等 

通信運搬費 マスタープラン策定に直接必要な郵便物の発送、電話料金等 

データ・ 

権利等使用料 

マスタープラン策定に直接必要な特許、ライセンス、データベ

ースの使用料 

その他 上記以外の経費で総務省がマスタープラン策定に直接必要と認

める経費 

 

第６条 交付限度額 

  国が地方公共団体に対して交付する交付金の額は、予算の範囲内において、以下の各号に定

める方法により算出した額を超えないものとする。ただし、算出された額に 1,000円未満の端

数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（1）交付対象経費（2,000 万円を上限とする。）に(2)に定める交付率を乗じて得た額とする。

ただし、他の地方公共団体との共同実施をする場合は、交付対象経費の上限は原則として

4,000万円（これを超える場合も、必要性について十分な理由があれば、交付対象とするこ

とを検討する。）とし、それぞれの団体の費用負担の割合に応じて、交付対象経費を区分し、

それぞれの団体ごとに(2)に定める交付率を乗じて得た額を合算した額とする。 

(2) 交付率は、原則として 1/2とする。ただし、次の表の左欄に掲げる区分にあっては、それ

ぞれ右欄に掲げる交付率とする。 

 

 



区 分 交付率 

①  財政力指数（地方交付税法（昭和 25 年法律第 211

号）第 14 条の規定により算定した基準財政収入額を

同法第 11 条の規定により算定した基準財政需要額で

除して得た数値で申請年度前３年度内の各年度に係る

もの（年度ごとに小数点第３位を四捨五入）を合算し

た数を３で除して得た数（小数点第３位を四捨五入）

をいう。以下同じ。）が 0.25以上 0.5未満の市区町村

が行う事業（ただし、③に該当するものは除く。） 

2/3 

②  財政力指数が 0.25未満の市区町村が行う事業（た

だし、③に該当するものは除く。） 3/4 

③ 新規性・モデル性の極めて高い事業と認められるも

の 
3/4 

  

第７条 交付申請  

交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、別記様式第１号による交付申請書を総務

大臣（以下「大臣」という。）が別に定める日までに提出しなければならない。 

 

第８条 交付決定 

大臣は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたとき

は速やかに交付決定を行い、別記様式第２号による交付決定書により、地方公共団体に通知す

るものとする。 

２ 大臣は、第１項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

 

第９条 申請の取下げ 

交付決定通知を受けた地方公共団体は、前条の交付決定の内容に不服があるときには、交付

金の交付の決定の日から起算して３０日を経過する日までに、別記様式第３号による申請取

下書を大臣に提出するものとする。 

  

第１０条 状況報告 

地方公共団体は、大臣から要求があった場合は、事業の遂行状況について別記様式第４号に

よる遂行状況報告書を提出するものとする。 

 

 

 



第１１条 事業計画変更等の承認 

  地方公共団体は、次の各号の一に該当するときは、別記様式第５号による変更申請書を大臣

に提出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 交付対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

① 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、交付対象事業者の自由な創意により、

より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合。 

② 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合。 

(2) 交付対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。 

(3) 交付対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 大臣は、前項に基づく申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容

が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を当該地方公共団体に通知するものとす

る。 

 

第１２条 実績報告 

地方公共団体は、事業が完了した場合は、その日から起算して３０日以内又は交付金の交付

の決定を受けた日の属する年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、別記様式第

６号による実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

２ 地方公共団体は、事業が完了せずに国の会計年度が終了したときには、交付の決定に係る会

計年度の翌年度の４月３０日までに前項に準ずる報告書を大臣に提出しなければならない。 

 

第１３条 交付金の額の確定 

大臣は、交付対象事業に係る成果の報告書等の審査を行い、交付対象事業が交付金の決定内

容に適合すると認めたときは、交付額を確定し、地方公共団体に別記様式第７号による交付額

確定通知書を通知するものとする。 

２ 前項において確定をしようとする交付金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これ

を切り捨てるものとする。 

３ 大臣は、地方公共団体に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超え

る交付金が交付されているときは、別記様式第８号による交付金返還命令通知書により、その

超える部分の額に相当する交付金の返還を命ずるものとする。 

４ 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して２０日以内とし、期限内に

納付されない場合には、大臣は、未納額についてその未納期間に応じて年１０．９５パーセン

トの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 



 

第１４条 交付金の支払 

大臣は、前条の規定により交付金の額を確定した後に交付金を支払うものとする。ただし、

必要があると認められる場合には、交付金の交付決定の後に概算払いをすることができる。 

２ 地方公共団体は、交付金の交付を受けようとするときは、別記様式第９号による交付金請求

書を大臣に提出しなければならない。 

 

第１５条 交付決定の取消し等 

  大臣は、事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる各号のいずれかに該

当する場合には、第８条の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。 

(1) 地方公共団体が、法令、この要綱又はこれらに基づく大臣の処分若しくは指示に違反した

場合 

(2) 地方公共団体が、交付金を交付対象事業以外の事業に使用した場合 

(3) 地方公共団体が、交付対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合 

(4) 第８条の交付決定後に生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続

する必要がなくなった場合 

(5) 交付対象事業者が、法令に違反又は交付金を交付対象事業以外の用途に使用した場合 

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する交付金が

既に交付されているときは、期限を定めて当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものと

する。 

３ 大臣は、前項の返還を命ずる場合（第１項第４号及び第５号に規定する場合を除く。）には、

その命令に係る交付金を地方公共団体が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期

間に応じて年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとす

る。 

４ 第２項の返還及び前項の納付の期限については、第１３条第４項の規定を準用する。 

５ 大臣は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞

金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。 

６ 本条の規定は、事業について交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があ

るものとする。 

 

 

 



第１６条 交付金の経理等 

地方公共団体は、交付金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了

の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

第１７条 勧告・助言等 

１ 大臣は、地方公共団体に対し、適正化法その他の法令及びこの要綱の施行のため必要な限度

において、交付対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告若しくは助言をすることができ

る。 

２ 大臣は、地方公共団体に対し、必要があるときは、交付対象事業を検査し、その結果違反の

事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ず

べきことを命ずることができる。 

 

第１８条 その他必要な事項 

  その他必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２９年６月９日から適用する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成３０年４月２３日から適用する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

  

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

 


